
菅原・佐々木法律事務所報酬基準表
（平成29年6月25日より施行）

※下記の料金表は税込の価格となっております。
種別等 事件種類 報酬種類 報酬基準額

全般 実費等
収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通費、通信費、宿泊料等は実費として請求
させていただきます。

法律相談 相談料
３０分毎　５５００円　（初回３０分は無料）※法テラスの民事法律扶助・震
災法律援助、弁護士費用特約等が適用となる場合は、これら制度を利用しての無料
相談となります。
半日（2時間から４時間） ３万３０００円以上５万５０００円以下

１日（4時間を超える）　　５万５０００円以上１１万円以下

タイムチャージ

原則は、着手金・報酬金方式をとりますが、事件内容により、着手金・報酬金方式で
はなく、タイムチャージ方式による費用請求をさせていただく場合があります（事前にタイ
ムチャージ方式を採用する旨、ご説明いたします）。
１時間当たり２万２０００円以上
着手金・報酬金方式の料金は以下の通りとなります。

着手金

着手金は、事件の経済的利益が
３００万円以下の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一律２２万円
３００万円を超え１０００万円以下の場合　　　 ５．５％＋５万５０００円
１０００万円を超え１億円以下の場合　　　　　４．４％＋１６万５０００円
１億円を超える場合　　　　　　　　　　　　　　　 ３．３％＋１２６万５０００円

示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手
金は、一般訴訟事件の２分の１とします。

報酬金

報酬金は、事件の経済的利益が
１００万円以下の場合　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　一律２２万円
１００万円を超え１０００万円以下の場合　 １６．５％＋５万５０００円
１０００万円を超え１億円以下の場合　　　      １１％＋６０万５０００円
１億円を超える場合　　　　　　　　　　　        ８．８％＋２８０万５０００円

着手金

着手金は
離婚のみの場合、示談交渉・調停で一律２２万円、訴訟で一律３３万円です。
離婚以外に親権、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用等が問題となる事案は、
上記とは別に、一律１１万円追加します。
離婚示談交渉から離婚調停を受任するとき、離婚調停から離婚訴訟を受任するとき
の着手金はいずれも１１万円追加します。

報酬金

報酬金は
示談交渉・調停で一律２２万円、訴訟で一律３３万円です。
養育費・慰謝料・財産分与・婚姻費用を請求し、これらが認められた場合、養育費・
婚姻費用については１ヶ月分相当額、財産分与・慰謝料については一般訴訟及び
示談交渉事件報酬基準と同じで報酬金が発生します。

養育費・慰謝料・財産分与・婚姻費用を請求された場合、養育費・婚姻費用につい
ては３ヶ月分の減額分相当額、財産分与・慰謝料については、それぞれの経済的利
益について一般訴訟及び示談交渉事件報酬基準と同じで報酬金が発生します。

着手金

示談交渉・交通事故紛争処理センターでの紛争解決・訴訟事件とも相手方に任意
保険会社がついている場合、着手金は無料です。
相手方に任意保険会社がついていない場合は、一般訴訟事件基準と同じです。
被害者請求は、別途手数料として５万５０００円以上とします。

報酬金

示談交渉は、相手方に任意保険会社がついている場合、報酬金は取得金額（上乗
せ金額）の１６．５％相当額プラス１1万円。ただし、最低額は、３3万円としま
す。
交通事故紛争処理センターでの紛争解決・調停・訴訟事件は、相手方に任意保険
会社がついている場合は、報酬金は取得金額（上乗せ金額）の２2％相当額プラ
ス２2万円。ただし、最低額は、４4万円とします。
相手方に任意保険会社がついていない場合は、一般訴訟事件基準と同じです。

着手金、報酬金とも一般訴訟事件の３分の２とします。

民事

日当

一般訴訟事件・調停事
件・審判事件
（非類型事件）

一般事件示談交渉
（非類型事件）

離婚事件

着手金
および
報酬金

出張日当

交通事故事件

全般



種別等 事件種類 報酬種類 報酬基準額

督促手続 着手金

事件の経済的な利益の額が、
３００万円以下の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済的利益の２．２％
３００万円を超え３０００万円以下の場合　　　１．１％＋３万３０００円
３０００万円を超え３億円以下の場合　　　０．５５％＋１９万８０００円
３億円を超える場合　　　　　　　　　　　　　　  ０．３３％＋８５万８０００円

※訴訟に移行したときの着手金は、一般訴訟の金額と上記金額の差額。
※着手金の最低額は５万５０００円

報酬金
一般訴訟事件の金額の２分の１。
※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求が出来る。

着手金

訴訟事件基準額の２分の１。
審尋又は口頭弁論を経た時は、訴訟事件基準額の3分の2。
着手金の最低額は１１万円とします。

報酬金

事件が重大又は複雑なとき　　　　　訴訟事件基準額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき　　　 訴訟事件基準額の3分の1
本案の目的を達したとき　　　　　　　訴訟事件基準額に準じる

民事執行事件 着手金

執行事件のみの受任の場合、訴訟事件の２分の１とします。
訴訟事件から引き続き受任する場合の着手金は、建物明渡執行事件２２万円、そ
の他の執行事件は、１１万円とします。

報酬金
執行事件のみの受任の場合、訴訟事件の２分の１とします。
訴訟事件から引き続き受任する場合の報酬金は、訴訟事件報酬金に含まれます。

着手金

非事業者の自己破産　      ３３万円以上
非事業者の再生　　　　　　　４４万円以上
事業者の自己破産　　　　　 ５５万円以上
事業者の民事再生　　　　　１１0万円以上
会社整理　　　　　　　　　１１０万円以上
特別清算　　　　　　　　　１１０万円以上
会社更生　　　　　　　　　２２０万円以上

報酬金

訴訟事件基準額に額に準じますが、経済的利益は、配当計算、免除債権額、延払
いによる利益、企業継続による利益などを考慮して算定します。ただし、免責決定を受
けたときに限ります。

着手金

着手金は、１社のみの場合、４万４０００円とし、２社以上の場合、２社目から
１社に付き２万２０００円追加します。又は債務総額の３．３％相当額のいずれ
か大きい方とします。又、事情により分割支払も可能です。

報酬金
報酬金は、①減額した場合は、債務を減額した額の１割とします。②過払い金が発
生した場合は、取り戻した額の２割を合計した額とします。

着手金 訴訟事件基準額の３分の２。但し、最低額を１１万円とします。

報酬金
訴訟事件基準額の２分の１。但し、審尋・口頭審理を経た場合、一般訴訟事件の
基準に準じます。

示談・調停・訴訟何れも着手金は３３万円として、事案の複雑さ調査に要する時間
等を考慮して増額します。
示談から調停、調停から訴訟と移行する場合は、それぞれ着手金を１１万円追加し
ます。
報酬金は原則３３万円とし、目的を達成した程度、終了までの労力・時間等を考慮
して決定します。

着手金
および
報酬金

着手金
および
報酬金

示談・調停・訴訟何れも最低の着手金・報酬金とも一律２２万円とし、賃料月額２
３万１０００円以上の場合は、着手金・報酬金何れも賃料月額相当額とします。
示談から調停、調停から訴訟に移行するときはそれぞれ着手金を１１万円追加しま
す。

民事

境界に関する事件

非事業者任意債務整
理事件
（過払金請求事件）

建物明渡事件

保全命令申立事件等
※本案事件とは別途発
生します。

行政上の審査請求・異
議申立・再審査請求・
その他の不服申立事件

破産・民事再生・会社
整理・特別清算、会社
更生の申立事件



種別等 事件種類 報酬種類 報酬基準額
証拠保全（本案事件
を併せて受任したときで
も本案事件の着手金と
別に受けることができ
る）

手数料

２２万円に訴訟事件基準額の１１％を加算した額。

特に複雑又は特殊な事情がある場合、弁護士と依頼者との協議により定める。

即決和解 手数料

示談交渉を要しない場合は、経済的利益の額が
　３００万円以下の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１万円
　３００万円を超え３０００万円以下の場合　　１．１％＋７万７０００円
　３０００万円を超え３億円以下の場合　　０．５５％＋２４万２０００円
　３億円以上の場合　　　　　　　　　　　　　　 ０．３３％＋９０万２０００円

示談交渉を要する場合は、示談交渉事件の基準に準じる。

契約書類及びこれに準
ずる書類の作成

手数料

時効援用通知（弁護士名表示なし）作成については、１通につき１万１０００円
以上。

定型のものについては、
経済的利益の額が１０００万円未満のもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５万５０００円から１１万円の範囲内の額
経済的利益の額が１０００万円以上１億円未満のもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１万円から３３万円の範囲内の額
経済的利益の額が１億円以上のもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３万円以上
非定型のものについては、
経済的利益の額が
　３００万円以下の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　２２万円
　３００万円を超え３０００万円以下の場合　１．１％＋１８万７０００円
　３０００万円を超え３億円以下の場合　　０．３３％＋４１万８０００円
　３億円を超える場合　　　　　　　　　　　　 ０．１１％＋１０７万８０００円
特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と依頼者の協議により定める。
公正証書にする場合、上記の手数料に３万３０００円を加算します。

遺言書作成 手数料

定型のものについては、１１万円から２２万円の範囲内の額。
非定型のものについては、
経済的利益の額が
　３００万円以下の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　２２万円
　３００万円を超え３０００万円以下の場合　１．１％＋１８万７０００円
　３０００万円を超え３億円以下の場合　　 ０．３３％＋４１万８０００円
　３億円を超える場合　　　　　　　　　　　　　０．１１％＋１０７万８０００円
特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と依頼者の協議により定める。

公正証書にする場合、上記の手数料に３万円を加算します。

遺言執行 手数料

遺言執行によって得る経済的な利益の額が
　３００万円以下の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３万円
　３００万円を超え３０００万円以下の場合　２．２％＋２６万４０００円
　３０００万円を超え３億円以下の場合　　    １．１％＋５９万４０００円
　３億円を超える場合　　　　　　　             ０．５５％＋２２４万４０００円

会社設立等 手数料

資本額もしくは総資産額のうち高い額または増減資額が
　１０００万円以下の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．４％
　１０００万円を超え２０００万円以下の場合　　　　　３．３％＋１１万円
　２０００万円を超え１億円以下の場合　　　　　　　　　 ２．２％＋３３万円
　１億円を超え２億円以下の場合　　　　　　　　　　　　 １．１％＋１４３万円
　２億円を超え２０億円以下の場合　　　　　　　　　 ０．５５％＋２５３万円
　２０億円を超える場合　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３３％＋６９３万円

最低額は合併または分割については２２０万円、通常精算については１１０万
円、その他の手続については１１０万円

株主総会等指導
基本３３万円以上。
総会準備も指導する場合には５５万円以上とする。

民事



種別等 事件種類 報酬種類 報酬基準額

顧問 顧問契約 顧問料

ライトプラン:月額３万３０００円
　着手金・報酬金とも基準額から10％割引。
　法律相談（来所）がひと月に６時間まで無料。
スタンダードプラン:月額５万５０００円
　着手金・報酬金とも基準額から20％割引。
　法律相談（来所、電話）がひと月に10時間まで無料。
　契約書の内容確認が無料。
プレミアムプラン:月額１１万円
　着手金・報酬金とも基準額から30％割引。
　法律相談(メール、電話、面談)が無料。
　契約書の内容確認が無料。

着手金

被害者との示談交渉を要するものは４４万円、要しないものは３３万円とします。
尚、接見回数が多数回予想されるものはその予想回数により増額します。
裁判員裁判事件については別途ご相談とさせていただきます。

報酬金
不起訴又は求略式命令で終了した場合は２２万円とし、起訴された場合は報酬金
はありません。裁判員裁判事件については別途ご相談とさせていただきます。

着手金

５５万円。尚、接見回数が多数回予想されるものはその予想回数により増額しま
す。又起訴前から引き続き担当する場合は、２分の１とします。裁判員裁判事件に
ついては別途ご相談とさせていただきます。
保釈請求は別途１１万円とします。

報酬金
刑の執行猶予を得た場合は、３３万円とし、求刑よりも減刑された場合は、減刑の
程度により上記の額を超えない額とします。裁判員裁判事件については別途ご相談と
させていただきます。

保釈・勾留の執行停
止・抗告・即時抗告・準
抗告・特別抗告・勾留
理由開示等の申立

着手金
報酬金

事件の内容によって、被告事件及び被疑事件のものとは別途発生いたします。
金額は、事件の内容を考慮し、協議のうえ決定します。

告訴・告発
着手金
報酬金

着手金、報酬金とも１件につき１１万円以上とします。

※裁判上の事件は審級ごとに１件として弁護士報酬を定めます。
※裁判外の事件が裁判上の事件に移行したときは別件とします。
※裁判上の事件について、引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬のみ発生します。
※事件内容によっては、上記料金表を基準に別途協議させていただきます。
※反訴事件は、別事件として弁護士報酬を定めます。
※経済的利益は、別段の定めのない限り、実際の回収額ではなく、取得した債務名義等の金額を基準とします。

起訴後

起訴前

刑事


